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１．運用容量算出の進め方



１－１．はじめに 4

当機関は、業務規程第１２６条第１項において、翌年度以降の長期計画及び
年間計画における連系線の運用容量を算出するにあたり、５月末までに検討スケ
ジュール、運用容量の算出断面、需要その他の検討条件を定め、公表することとし
ている。

公表に先立ち、2019年4月1日から4月12日の間において、連系線の運用容量算
出における検討条件に対する意見募集を行ったが、特に意見は無かった。

このため、2018年度第7回運用容量検討会資料1を基に、連系線の運用容量算
出における検討条件を公表する。
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1. 本機関は、連系線を維持し運用する一般送配電事業者及び送電事業者たる会
員との間で運用容量検討会を設置する。

2. 運用容量検討会は、連系線の運用容量算出における検討スケジュール、運用容
量の算出断面、需要その他の検討条件を検討する。

3. 本機関は、毎年5月末日までに連系線の運用容量算出における検討条件を定め、
これを公表する。

4. 本機関は、検討条件に関し、連系線を利用する者からの要望を受けたときは、運
用容量検討会において対応を審議し、必要に応じ、検討条件の見直しを行う。

5. 本機関は、運用容量検討会の検討を踏まえ、送配電等業務指針に定めるところ
により、毎年２月末日までに翌年度以降の長期計画及び年間計画における運用
容量を算出する。

6. 本機関は、運用容量検討会の検討経過および結果並びに算出した運用容量を
公表する。

１－２．進め方
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2．検討条件



項目 条件

需要

○最大需要：最新の供給計画値から算出する（年間の最大３日平均）
供給計画にない値は過去の実績等に基づき算出する

○最小需要：過去の実績等に基づき算出する
⇒具体的な想定方法はシート３－１参照

電源 ○最新の供給計画、発電計画等を基に設定する

停止計画
（連系線を除く）

○連系線の運用容量に影響を与える電力設備の作業停止計画を考慮する

広域系統
整備計画

○計画が決まっているものについては使用開始予定に合わせ運用容量に反映する

連系線 使用開始予定

東京中部間連系設備 2021年4月

東北東京間連系線
2020年4月

2027年度

東京中部間連系設備 2027年度

２－１．需要等 7



制約要因 想定故障 算出ツール 判定方法

熱容量等 Ｎ－１故障１） 算術式２）

電中研Ｌ法 ３）４）

架空送電線はCIGRE 式６）に基づく許容電流以内
直流設備、ケーブル、その他直列機器は設計上の許
容値以内

同期安定性 通常想定し得る範囲の電力
設備の故障

（シート３－２参照）

電中研Ｌ法 ３）

電中研Ｙ法

発電機内部位相角の動揺が収斂(収束)する潮流

電圧安定性 基幹系統の母線電圧が維持できる潮流

周波数維持
連系線ルート断
（系統分離）

算術式５） 周波数が一定範囲内に維持できる潮流

１） 送配電線１回線、変圧器１台、発電機１台その他の電力設備の単一故障
２） Ｐ＝√3ＶＩcosθ[W] ・Ｖ：電圧［Ｖ］ ・Ｉ：許容電流［Ａ］・cosθ：力率

３） 電中研Ｌ法・Ｙ法：電力中央研究所が開発した電力系統解析ツール。
・Ｌ法（潮流計算プログラム）：所与の発電、負荷、系統構成に対して送電線や変電所を流れる潮流や系統各部の
電圧を計算するプログラム。

・Ｙ法（過渡安定度解析プログラム）：送電線故障等の系統擾乱における発電機位相角や電圧等の時々刻々の変化
を発電機や発電機制御装置などの動特性を考慮してシミュレーションするプログラム。

４） 連系設備以外の制約の確認時。
５） 系統容量(想定需要)[MW]× 系統特性定数[％MW／Hz]
６） CIGRE（CONSEIL INTERNATIONAL DES GRANDS RESEAUX ELECTRIQUES：国際大電力システム会

議）が推奨した架空送電線の許容温度計算式。（電気学会技術報告第660号「架空送電線の電流容量」に関連の
記載あり）周囲温度は40℃（夏季）として計算。

２－２．算出方法 8



２－３．中西地域周波数低下事象への対応

 周波数維持では、今年度も中西地域周波数低下事象への対応を反映する。

＜平常時＞

① 「周波数を59.0Hz（東北エリア49.0Hz）以下にしない」ための対策
（2017年度第2回運用容量検討会資料2-1および2018年度第6回運用容量検討会資料1-1参照）

中西地域では、周波数が59.0Hz以下になると60Hzの各エリアが系統分離する等、安定供給に支障を
及ぼすおそれがあること、東北エリアでも、49.0Hz以下になると安定供給に支障を及ぼすおそれがあることか
ら、運用容量算出条件を以下のとおりとする。

・周波数低下限度幅を0.8Hzとする

・想定される発電機解列量を周波数維持限度値から差し引く

・FCのEPPS見込み量は60万kWとし、FRT要件非対応発電設備等の不要脱落量を超える分については時
間遅れを考慮する。

② 中国九州間連系線(中国向)対策
（2017年度第２回運用容量検討会資料２-１、2019年度第2回運用容量検討会資料３参照）

社会的影響を考慮し、運用容量を維持する。

③ 中部関西間連系線(関西向)対策（2017年度第４回運用容量検討会資料２参照）

FRT要件非対応PVは連系線潮流が小さければ解列量が少なくなることから、連系線の検討潮流を細分
化して算出することにより、運用容量の減少を抑制する。

＜設備停止時＞

④ 1回線停止時の運用容量（2018年度第6回運用容量検討会資料１-４、 2019年度第2回運用容量検討会資料３参照）

これまでどおり、系統制御（負荷制限）を伴わないものとし、以下を織込む。

・周波数低下限度幅を0.7Hzとする。ただし、中国九州間連系線（中国向）については系統保安ポンプ等
の対策により運用容量を維持する。

・想定される発電機解列量を周波数維持限度値から差し引く

・FCのEPPS見込み量は60万kWとし、FRT要件非対応発電設備等の不要脱落量を超える分については時
間遅れを考慮する。

9



年間計画 長期計画

原則48断面／年
（月別・平／休日・昼／夜間帯）

1断面／年
（最大需要時）

２－４．算出断面

年間計画の算出断面は原則48断面１） 、長期計画は1断面とする。(作業時除く)
１）東北東京間連系線（東京向）は日単位で発電機並列状態や作業停止を考慮して検討している。

また、作業時は全ての連系線（直流設備含む）で日単位で作業日を考慮して検討している。

 熱容量限度値では限度値が変わらないため断面数を簡素化する。

 周波数維持限度値では需要の増加（減少）傾向がはっきりしている月はさらに2断面に
分け断面数を細分化する。

 同期安定性、電圧安定性限度値では、前年度の実績（作業時を除く）から市場分断
の発生が見込まれない場合は断面数を簡素化する。

⇒年間計画の断面の考え方はシート３－３参照

10



2019年度 3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

公表 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

検討会 ▲ ▲ ▲ ▲

検討条件の検討

個
別
検
討

熱容量等

同期安定性

電圧安定性

周波数維持

運用容量算出

適宜公表
算出結果

検討条件

適宜開催

２－５．検討スケジュール 11

要望を受けたときは必要に応じ適宜検討

潮流計算実施箇所設備容量確認

検討会の結果反映

▲
意見募集



12

３．検討条件の詳細



３－１．需要想定方法 13

最大需要：最新の供給計画値から算出する。（年間のH3 １） ）

供給計画にない値は過去の実績等に基づき算出する。
１）最大3日平均

最小需要：過去の実績等に基づき算出する。

 需要想定例

・供給計画にない値の最大需要想定

(1)過去3年分の日毎・時間毎の需要実績を収集する。

(2)各年の算出断面単位（月別・平／休日・昼／夜間等）でのH3を求める。

(3)(2)の算出断面単位でのH3をその年のH3実績で割り、３年分を平均し比率を求める。

(4)(3)で求めた算出断面毎の比率に供給計画の年間のH3をかけて需要を算出する。

・周波数維持検討時の最小需要想定

(1)過去3年分の日毎・時間毎の需要実績を収集する。

(2)各年の算出断面単位（月別・平／休日・昼／夜間等）での最小需要を求める。

(3)揚水動力の算出断面単位での3年実績の最小分を需要に加える。

(4)(3)の算出断面単位での最小需要をその年のH3実績で割り、３年分を平均し比率を求める。

(5)(4)で求めた算出断面毎の比率に供給計画の年間のH3をかけて需要を算出する。
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ステップ①：需要実績（３ヶ年分）を集約

3年目の
最大3日
平均電力

4月 5月 3月

日
時

1 2 15 16 31 1 2 3 4 28 1 2 3 4 31

1

2

3

24

4月 5月 3月

日
時

1 2 15 16 31 1 2 3 4 28 1 2 3 4 31

1

2
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24

4月 5月 3月

日
時

1 2 3 4 30 1 2 3 4 31 1 2 3 4 31

1

2

3

24

・・・

…

・・・

・・・

・・・

2年目の
最大3日
平均電力

1年目の
最大3日
平均電力

将来年度
の

最大電力

ステップ②：
各年度の最大需要実績（最大3日平均）を算出

ステップ④：
算出時点における

最新の最大3日平均

＜参考＞最小需要の想定の手順（その１）

・・・

ステップ③：需要実績を算出断面毎に分ける（各月、平／休日等）
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2年目の
実績

1年目の
実績

× ＝

日
時

3年の
平均値

1

2

3

24

…

需要実績データ（3年分）

日
時

前半の
需要

1

2

3

24

…

3年目の
実績

３ヶ年の平均

○月 3年目の
実績

日
時

1 2

1

2

3

24

○月 2年目の
実績

日
時

1 2

1

2

3

24

○月

1年目の
実績

日
時

1 2

1

2

3

24

…

平日

ステップ⑨：
⑧に④をかけて
将来年度の
想定需要カーブを
求める

ステップ⑤：需要実績を算出断面毎の各時間の最小値を算出

ステップ⑦：⑤で求めた値を②で求めた値で割り、
最大電力に対する比率を求める

ステップ⑧：⑦の各年度実績値を３ヶ年平均する

1年目の
最大3日
平均電力

2年目の
最大3日
平均電力

3年目の
最大3日
平均電力

将来年度
の

最大電力

ステップ⑥
揚水動力分を
需要に加える
（周波数維持
検討時のみ）

Minを抽出

＜参考＞最小需要の想定の手順（その２）

他の断面も同様に繰り返す
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３－２．同期安定性・電圧安定性検討時の想定故障 16

同期安定性・電圧安定性は電気的距離の増加により不安定になることから、以下の3種類の
故障を想定する。

想定故障
①連系線（Ｎ－１故障）１）、2）

⇒ ルートの減少（連系線２回線 → １回線）
②連系線に隣接する電気所の母線（Ｎ－１故障）１）

⇒ ルートの減少（「連系線＋隣接する送電線2回線」→ １回線）
③ループになっている送電線（Ｎ－２故障（ルート断））3）

①連系線（Ｎ－１）

②隣接する電気所
の母線（Ｎ－１）

③ループになっている
送電線（Ｎ－２）

× ×

×××

×
×

×
×

G

電気的距離の増加

１）連系線及び隣接する電気所の母線故障については、Ｎ－２故障は連系線分離となり，周波数維持
要因となるためここでは考慮しない。但し、連系線が２ルートでループとなっている箇所は連系
線分離とならず、連系線のＮ－２故障（ルート断）を想定する。

2）北陸エリアでは、２回線２相３線故障の頻度が比較的多く北陸関西間連系線では想定故障に含める。
3）ここでいうＮ－２故障は同一鉄塔に支持されている送電線等の２回線故障を指し、独立した設備の

２箇所同時喪失を伴う故障は含めない。



３－３．断面の考え方

周波数維持限度値では需要の増加（減少）傾向がはっきりしている月はさらに2断面に分け断面数
を細分化する。（次頁参照）

連系線 断面

中部関西間連系線
（関西向）

60断面（月別（9月、11月、3月はさらに2分割）・平／休日・昼／夜間）

北陸関西間連系線
（関西向）

60断面（月別（9月、11月、3月はさらに2分割）・平／休日・昼／夜間）

中国九州間連系線
（両方向）

60断面（月別（9月、11月、3月はさらに2分割）・平／休日・昼／夜間）

連系線 制約要因 設定断面 市場分断実績2）

北陸関西間連系線
（関西向）

同期安定性 1断面（5月夜間） 0回

関西中国間連系線
（関西向）

電圧安定性 4断面（春夏秋冬） 0回

関西中国間連系線
（中国向）

熱容量１） 1断面 0回

熱容量限度値では限度値が変わらないため断面数を簡素化する。

同期安定性、電圧安定性限度値では、前年度の実績（作業時を除く）から市場分断の発生が見
込まれない場合は断面数を簡素化する。

１）現状の中国→関西向き潮流を考慮すると、中国以西の最大発電所相当の電源が脱落し応援する場合においても、
関西→中国向き潮流は西播東岡山線の1回線熱容量以下となるため、西播東岡山線の１回線熱容量相当で同期安
定性、電圧安定性に問題のないことを確認している。

２）2018.4.1～2019.3.31における作業時を除く実績。

17



季節の変わり目等、月の前・後半で需要の増加（減少）傾向がはっきりしている月について
は、前・後半に分割して算出することにより、半月分周波数維持限度を増加させる。

＜参考＞周波数維持算出断面の月の2分割化 18

1日 31日 1日 31日16日

月を2分割した場合のイメージ

月1断面

周波数維持限度の
変化

月1断面ではこの
需要より算出

分割なし 分割あり

毎日の最小需要を
日毎に並べる

半月分
周波数維持限度
が上がる

月2断面

2016.3.10公表資料「運用容量の算出方法見直しおよび妥当性確認について」より抜粋



＜参考＞各連系線の設定断面

連系線 方向 決定要因 断面１）

北海道本州間連系設備 両方向 熱容量 1

東北東京間連系線
東京向 同期安定性・熱容量 48以上２）

東北向 周波数維持 48

東京中部間連系設備 両方向 熱容量 1

中部関西間連系線
関西向 周波数維持 60３）

中部向 周波数維持 48

中部北陸間連系設備 両方向 熱容量 1

北陸関西間連系線
関西向

同期安定性 1４）

周波数維持 60３）

北陸向 周波数維持 48

関西中国間連系線
中国向 熱容量 1

関西向 電圧安定性 4５）

関西四国間連系設備 両方向 熱容量 1

中国四国間連系線 両方向 熱容量 1

中国九州間連系線 両方向 周波数維持・熱容量 60３）

◆昨年度算出した2019年度の決定要因、設定断面は下表のとおり。（作業時除く）

１）特殊日（GW、年末年始等）は別途検討するため断面数に含めない。また、作業時は日単位で検討しておりこの値以上の断面になる。
２）日単位で算出しており48断面以上ある。
３）月毎（9月、11月、3月はさらに2分割）・平／休日・昼／夜間
４）5月夜間
５）春夏秋冬

19
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４．その他の検討条件



４－１．常時潮流変動分（フリンジ量） 21

実績3σ値
今回の
設定値

前回の値
（参考）2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

東北東京間連系線 16.3 15.7 16.4 19.2 19.5 20 20

中部関西間連系線 21.8 20.7 22.0 22.8 23.4 24 23

北陸関西間連系線 8.0 8.6 8.9 9.4 9.2 10 10

関西中国間連系線 24.5 24.4 24.9 25.5 28.3 29 26

中国四国間連系線 6.3 7.5 8.4 7.0 8.7 9 9

中国九州間連系線 20.0 19.7 20.7 20.6 20.9 21 21

 常時潮流変動分（フリンジ量）１）

連系線潮流実績値から計画値とのズレを求め、正規分布に置換えた時の3σ(99.7%) の値より以下の
通り設定する。
①限界潮流を超えないように過去5年の実績の最大値を切り上げる。
②利便性を考慮して万kW単位とする。

◆フリンジの設定値（万kW）

１） 送配電等業務指針第195条第2項第2号及び第3号に規定される同
期安定性及び電圧安定性の運用容量算出において、各制約要因での
限界となる連系線潮流の最大値から控除されるもの（瞬時的な変動に
伴う潮流の偏差量）

（万kW）

3σ 3σ



４－２．60Hz系統での同期・電圧安定性検討時の条件

期間 潮流限度値

夏季 3～11月 278万kW

冬季 12～2月 312万kW

関西中国間連系線等60Hz系統の同期安定性・電圧安定性検討時には中国九州間
連系線に潮流限度値を流して検討しており、この潮流限度値を下表の通りとする。

中国九州間連系線（中国向）の潮流限度値

22



（参考）中国九州間連系線（中国向）の潮流限度値

 潮流限度値の検討

関西中国間連系線等60Hz系統の同期安定性、電圧安定性検討時には中国九州間連系線に
潮流限度値を流して検討している。

中国九州間連系線は冬季（12～2月）については熱容量326万kWまで流せることを確認してい
るが、中国九州間連系線の運用容量を上げると関西中国間連系線の運用容量が下がるため、必
要以上に上げないよう検討した。

結果、この先10年の夏季最大需要から冬季想定需要を算出し、これより求めた周波数維持限度
を考慮して中国九州間連系線の潮流限度値は312万kWとする。

 中国九州間連系線の周波数維持限度値（九州⇒中国向き）

『2019年度 全国及び供給区域ごとの需要想定について』より、中西５社（中部、北陸、関西、中国、四国）の夏季最大需要電
力の合計値

年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

夏季最大需要
（中西5社計）

7180 7175 7152 7129.3 7108.6 7087.9 7065.2 7043.5 7036.8 7016

（万kW）

年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

冬季想定需要
（中西5社計）

5826 5822 5803 5785 5768 5751 5733 5715 5710 5693 

周波数維持限度 312 312 311 310 309 309 308 307 306 306 

今年度、運用容量算出時に過去実績より算出した需要を上の夏季最大需要で補正して算出した冬季想定需要より求めた周波数維
持限度（週間計画以降48断面時の最大値） （万kW）
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＜参考＞

【業務規程】

（運用容量の設定）

第１２６条 本機関は、翌年度以降の長期計画及び年間計画における連系線の運用容量（以下、
本章において単に「運用容量」という。）を算出するため、連系線を維持し運用する一般送配電事業
者及び送電事業者たる会員との間で検討会（以下「運用容量検討会」という。）を設け、同検討
会の検討を踏まえ、毎年５月末日までに、検討スケジュール、運用容量の算出断面、需要その他の
検討条件を定め、これを公表する。この際、運用容量の算出断面を季節別、平休日別等に細分化
することにより、混雑の発生を抑制することが可能であると認めるときは、その細分化を行う。

２ 本機関は、前項に基づき公表した検討条件に関し、連系線を利用する者からの要望を受けたときは、
運用容量検討会において対応を審議し、必要に応じ、検討条件の見直しを行う。

３ 本機関は、第１項の検討条件に基づいた運用容量検討会の検討を踏まえ、送配電等業務指針に
定めるところにより、毎年２月末日までに、翌年度以降の長期計画及び年間計画における運用容量
を算出する。

４ 本機関は、運用容量検討会の検討経過及び結果並びに算出した運用容量を公表する。

５ 本機関は、月間計画、週間計画及び翌日計画以降の運用容量について、別表１２－１（ｄ）
に定める公表時期までに、年間計画における運用容量及び検討条件に基づき算出し、その値を公表
する。
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＜参考＞

【送配電等業務指針】

（運用容量の算出の考え方）

第１９５条 連系線の運用容量は、電力設備に通常想定し得る故障が発生した場合においても、電力系
統の安定的な運用が可能な容量とする。

２ 連系線の運用容量は、次の各号に掲げる潮流の値の最小値とする。

一 熱容量等 設備健全時、又は、電力設備のＮ−１故障が発生した場合において、流通設備に流れる
潮流を熱容量その他の設計上の許容値以下とできる連系線の潮流の最大値。但し、本号における熱容
量とは、流通設備に電流が流れた際の当該設備の温度が当該設備を継続的に使用することができる上
限の温度となる潮流の値をいう。

二 同期安定性 通常想定し得る範囲において、送電線、変電所又は開閉所の母線その他発電機間の
同期状態に影響を与える可能性のある電力設備の故障が発生した場合に、発電機間の同期状態が保
たれ、発電機の安定運転を維持できる連系線の潮流の最大値から需要等の瞬時的な変動に伴う潮流
の偏差量を控除した値。

三 電圧安定性 通常想定し得る範囲において、送電線、変電所又は開閉所の母線その他電力系統の
電圧の安定性に影響を与える可能性のある電力設備の故障が発生した場合に、電力系統の電圧を安
定的に維持できる連系線の潮流の最大値から需要等の瞬時的な変動に伴う潮流の偏差量を控除した
値。

四 周波数維持 連系線が遮断し電力系統が分離した場合において、電力系統の周波数を安定的に維
持できる連系線の潮流の最大値。

25
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【参考資料】

運用容量の概要



１．運用容量の考え方 27

「連系線の運用容量」とは・・・
電力設備（送電線、変圧器、発電機等）に通常想定し得る故障が発生した場合でも、

電力系統の安定的な運用が可能となるよう、予め決めておく連系線の潮流（電気の流れ
る量）の上限値のこと。



上限値の考え方
電力系統を安定的に運用するためには、熱容量等、同期安定性、電圧安定性、周波数

維持それぞれの制約要因を考慮する必要があり、４つの制約要因の限度値のうち最も小さ
いものを連系線の運用容量としている１）。

２．上限値の考え方 28

同期安定性の限度

熱容量等の限度

電圧安定性の限度

運用容量

時間（ｔ）

周波数維持の限度

連系線
の潮流
(kW)

１） 各限度値の全てを算出するのではなく、他の限度値が制約とならないことを確認する場合がある。



【熱容量等】
流通設備（送電線、変圧器等）の健全時、または電力設備のＮ－１故障（送電

線１回線故障、変圧器１台故障、発電機１台故障等）時において、流通設備を継続的
に使用できる よう、熱容量（当該設備に電流が流れたときの上限温度により決まる潮流値）
または設計上の許容値による連系線潮流の限度値をいう。

✓流通設備の故障時には、その設備に流れていた潮流が、他の健全な流通設備に加わる

（回り込む）ことを考慮する必要がある。

３．制約要因（熱容量等） 29

Ａエリア Ｂエリア

連系線

１００ＭＷ

（２回線共に健全）

１００ＭＷ

✓潮流が一定時間以上限度値を超えると、保護機能により流通設備が停止し、停電に至る
等のおそれがある。（保護機能が動作しなかった場合は設備の損壊に至るおそれがある）
✓熱容量の限度値は、外気温度等に影響されるが、需要の大小には影響されない。

故障発生！

Ａエリア Ｂエリア

連系線

１００ＭＷ

（連系線１回線停止）

２００ＭＷ

１００ＭＷ

１００ＭＷ



４．制約要因（同期安定性、電圧安定性） 30

【同期安定性】
通常想定し得る範囲の同期状態に影響を与える電力設備（送電線、変圧器、発電機

等）の故障において、発電機の同期状態が保たれ、発電機の安定運転が維持できる連系線
潮流の限度値をいう。

 潮流が限度値を超えた状態で電力設備に故障が発生し、保護機能により電力設備が停止すると、
同期状態が不安定となり、多数の発電機が保護機能により停止した場合に、周波数が大幅に変動し、
大規模な停電に至るおそれがある。

 同期安定性の限度値は、一般的に発電機の運転台数が多い（需要が大きい）と高く、発電機の運
転台数が少ない（需要が小さい）と低い。

【電圧安定性】
通常想定し得る範囲の電圧状態に影響を与える電力設備（送電線、変圧器、発電機

等）の故障において、電力系統の電圧を安定的に維持できる連系線潮流の限度値をいう。

 潮流が限度値を超えた状態で電力設備に故障が発生し、保護機能により電力設備が停止すると、
安定的な電圧状態が維持できなくなり、電力設備が保護機能により停止（発電機の停止や需要の
脱落等）した場合に、周波数が大幅に変動し、大規模な停電に至るおそれがある。

 電圧安定性の限度値は、一般的に需要が大きいと低く、需要が小さいと高い。



５．制約要因（周波数維持） 31

【周波数維持】
連系線が遮断し電力系統が分離した場合において、電力系統の周波数を安定的

に維持できる連系線潮流の限度値をいう。

 潮流が限度値を超えた状態で連系線故障が発生し、連系線が保護機能により停止すると、
周波数の変動により、停電等に至るおそれがある。

 周波数維持の限度値は、一般的に需要が大きいと高く、需要が小さいと低い。※

※需要が大きいと、発電機の運転台数が多く調整力が大きくなり、周波数変動の割合が小さくなる。需要が小さいとそ
の逆となる。

Ａエリア Ｂエリア

連系線

連系線２回線故障発生！
（連系線停止によりＡエリアとＢエリアが分離）

需要
１００ＭＷ

１００ＭＷ
供給

（供給力余剰）
２００ＭＷ

周波数上昇
５０Ｈｚ→５０．１Ｈｚ・・・

需要
供給

（供給力不足）
２００ＭＷ

周波数下降
５０Ｈｚ→４９．９Ｈｚ・・・

（周波数調整）
発電量の減少

（周波数調整）
発電量の増加

※周波数の上昇が大きく、エリアの調整力（ガバナーフリー、ＬＦＣ、
揚水等）で周波数を調整できない場合は、電源制限（発電機の停

止）等の方法を取り大規模な停電を回避する。

※周波数の下降が大きく、エリアの調整力（ガバナーフリー、ＬＦＣ、
揚水等）で周波数を調整できない場合は、 需要抑制（部分的な停

電）等の方法を取り大規模な停電を回避する。



６．全国系統の概念図 32

連系線の運用容量決定要因１）

（昨年度に設定した2019年度の平常時） 北海道エリア

420万kW

東北エリア

1294万kW

東京エリア

5311万kW

北陸エリア

504万kW

中部エリア

2488万kW

関西エリア

2635万kW

中国エリア

1050万kW

四国エリア

503万kW

九州エリア

1553万kW

沖縄エリア

149万kW

新信濃FC

佐久間FC

東清水FC

・・・周波数変換所

・・・交直変換所

１）各エリア内数値は、2019年度送電端最大3日平均電力予想（H３）を表す。

中国九州間連系線 関西中国間連系線

北陸関西間連系線

←周波数
→周波数

←熱容量

→電圧

↑熱容量
↓熱容量

中国四国間連系線

中部関西間連系線関西四国間連系設備
東京中部間連系設備

←周波数
→周波数

←熱容量
→熱容量 ←熱容量

→熱容量

中部北陸間連系設備

↑熱容量
↓熱容量

東北東京間連系線

北海道本州間連系設備

↑熱容量
↓熱容量

↑周波数

↓同期安定性、 熱容量

←同期安定性、

→周波数

周波数



７．運用容量の算出断面

 運用容量算出断面
運用容量の算出断面は、送配電等業務指針第１９７条に規定されている。

広域機関設立前

年度を通じて
１断面を原則※

設立後

※一般電気事業者の送電部門が混雑の解消または緩和を図ることが可能と
判断する場合は関係個所と協議のうえ断面を複数化

３０分毎
を原則

0時 24時

・運用容量を１日の最低需要
から算出し、運用容量とし
て設定する。

夜間帯 昼間帯 夜間帯

0時 24時8時 22時

・１日を昼間帯※１と夜間帯※２

に区分し、昼間帯の最低需
要から運用容量を算出する
ことで、昼間帯の運用容量が
増加する。
※１ 昼間帯：８時～２２時
※２ 夜間帯：昼間帯以外の時間帯

0時 24時

・１日を３０分毎に区分し、３０分毎
の想定需要から運用容量を算出
することで、運用容量が増加する。

【１断面／日の運用容量】 【２断面／日の運用容量】 【３０分毎の運用容量】

２断面/日の運用容量

運用容量増加分

３０分毎の運用容量

１断面/日の運用容量

【凡例】

需要

【算出断面の細分化による運用容量の増加イメージ（週間計画以降の例）】

【周波数維持の制約要因で運用容量が定まる場合の例】
・周波数維持の限度値は、一般的に需要が大きいと高く、
需要が小さいと低い。

１日の最低需要 夜間帯の最低需要

昼間帯の最低需要

算出断面を
細分化すると
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